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令和７年３月２６日 

会員各位 

（公社）長崎県トラック協会 

 

令和７年度物流改正法に関する説明会の開催について（ご案内） 

 

 平素より当協会の事業運営に、格別のご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、当協会では、令和７年４月に施行される物流改正法による荷主・トラック運送事業者等に対する

規制的措置（書面交付の義務化、実運送体制管理簿の作成等）について、改正内容の円滑な対応が行える

よう、今般の改正法の趣旨や事業者が取り組むべき措置などを解説する標記説明会を開催いたします。 

つきましては、ご多用の折りとは存じますが、是非ともご参加賜りますようお願いいたします。 

記 

【開催日時等】 

 開催日時 開催場所 定員

Ａ 4 月 21 日(月)14：00～15：30 ホテルニュー長崎（長崎市大黒町 14-5） 70 名

Ｂ 4 月 23 日(水)14：00～15：30 レオプラザホテル佐世保（佐世保市三浦町 4-28） 90 名

Ｃ 4 月 24 日(木)14：00～15：30 ホテルセンリュウ（諫早市永昌東町 13-29） 60 名

 ※参加者多数の場合は１社１名に調整させて頂く場合があります。 

 

【内容】 ①新物効法について  ②改正貨物自動車運送事業法について 

【講師】 国土交通省 九州運輸局及び長崎運輸支局 担当官 

【対象】 トラック運送事業者（協会会員）、荷主企業担当者 

【主催】 （公社）全日本トラック協会、（公社）長崎県トラック協会 

【申込方法】本紙下部「参加申込書」か「申込用 QR コード」によりお申込み下さい。 

【お問合せ先】（公社）長崎県トラック協会 業務課（TEL：095－838－2281） 

 

－ 説明会参加申込書 － 

 

出席を希望する会場（丸を付してください） 

 

Ａ 長崎会場(4/21) ・ Ｂ 佐世保会場(4/23) ・ Ｃ 諫早会場(4/24) 

 

出席される方についてご記入ください。 

 

会社名：             お名前：           連絡先：               

※電話番号または E-mail 

重  要 

申込用 QR コード 

質問事項(時間の制約により、事前に頂いた質問を優先して回答させて頂きます) 



令 和 ７ 年 度 貨 物 ⾃ 動 ⾞ 運 送 事 業 安 全 性 評 価 事 業 (Ｇ マ ー ク )に 係 る  

事 前 説 明 会 の 開 催 に つ い て  

 
本 説 明 会 に つ き ま し て は 、認 定 機 関 で あ る（ 公 社 ）全 ⽇ 本 ト ラ ッ ク 協 会 の YouTube

配 信 に よ る 説 明 会 と し て 開 催 い た し ま す 。  
新 規 取 得 及 び 更 新 の 対 象 と な る 事 業 所 に お か れ ま し て は 、 可 能 な 限 り 参 加 頂 き ま す

よ う ご 案 内 申 し 上 げ ま す 。  
 な お 、 参 加 希 望 の 場 合 は 、 下 記 「 参 加 申 込 書 」 に 必 要 事 項 を ご 記 ⼊ の 上 、  
令和７年５⽉２７⽇(⽕)ま で に Ｆ Ａ Ｘ に て お 申 込 み 頂 き ま す よ う お 知 ら せ 致 し ま す 。 

敬 具  
記  

１  ⽇ 時  令 和 ７ 年 ６ ⽉ ３ ⽇ (⽕ ) １ ４ 時 ０ ０ 分 〜 １ ６ 時 ０ ０ 分 (予 定 ) 

２  場 所  (公 社 )⻑ 崎 県 ト ラ ッ ク 協 会 「 研 修 会 館 」  
⻑ 崎 市 松 原 町 ２ ６ ５ １ － ３  

３  内 容    (1) 2025 年 度 貨 物 ⾃ 動 ⾞ 運 送 事 業 安 全 性 評 価 事 業 の 申 請 概 要 に つ い て  

 (2) G マ ー ク 申 請 時 に お け る ポ イ ン ト に つ い て （ 県 ト 協 説 明 ）  
 

お 問 い 合 わ せ 先 ︓ 公 益 社 団 法 ⼈ ⻑ 崎 県 ト ラ ッ ク 協 会  
適 正 化 事 業 部 (担 当 ︓ ⾥ ・ 岩 﨑 ・ 今 川 ) TEL︓ 095-838-2281 

 
 
 

参 加 申 込 書  

 (公 社 )⻑ 崎 県 ト ラ ッ ク 協 会 適 正 化 事 業 部  ⾏ (Ｆ Ａ Ｘ ︓ 095-839-8508) 
 

会 社 名 営 業 所 名 ⽒ 名  
 
 
 
 
 
（ 連 絡 先          ）  

 
 

 

 
 

 

※ ご 記 ⼊ 頂 い た 個 ⼈ 情 報 に つ い て は 、 本 説 明 会 以 外 の ⽬ 的 に は 使 ⽤ 致 し ま せ ん 。  



「長崎県トラック協会　重量部会設立総会」開催報告
　長崎県トラック協会重量部会は、令和 ７ 年 ３ 月 ７ 日㈮にホテルニュー長崎（長崎市）にて設立総会

を開催いたしました。

　設立総会には、開催日時点での会員1３名（1３社）のうち ９ 社10名が出席いたしました。

　総会では、第 1 号議案 役員の選任、第 ２ 号議案 令和 ７ 年度事業計画（案）、第 ３ 号議案 令和 ７ 年

度収支予算（案）について議案審議が行われ、すべて可決となりました。

　総会後には、部会員同士の親睦を深めるため懇親会を開催し、来賓として県ト協山田常務理事、塩

塚敬引越専門部会長、松尾康平食料品部会長に出席頂きました。

 役員名簿

区分 支部名 氏名 会社名

部会長 東彼 古川　智憲 株式会社東部運輸

副部会長
諫早 溝口　　悟 協業組合諫早輸送センター

大村 鈴木　義行 株式会社鈴木建設

理事
長崎 菅藤　　友 九州運輸機工株式会社

佐世保 境　　竜馬 株式会社深町組

監事 長崎 荒木慎太郎 有限会社和興

部会員名簿（R ７ . ３ 現在）
No. 支部 部会員名 所属 所属役職
1

長崎
菅藤　　友 九州運輸機工　株式会社 代表取締役社長

２ 三浦　　功 長崎運送　株式会社 部長代理
３ 荒木慎太郎 有限会社　和興 代表取締役
４

諫早
溝口　　悟 協業組合　諫早輸送センター 営業部長

５ 濵田　賢吾 濵田建設工業　株式会社 代表取締役
６ 本多　俊博 株式会社　南原 統括部長
７ 大村 鈴木　義行 株式会社　鈴木建設 代表取締役
８

東彼
古川　智憲 株式会社　東部運輸 代表取締役

９ 山口　裕介 株式会社　ヤマブル 常務取締役
10

佐世保
境　　竜馬 株式会社　深町組 専務取締役

11 前田　健智 株式会社　峰成流通産業 代表取締役社長
1２ 岩佐　浩二 株式会社　崎戸運送 営業部長
1３ 北松 今里　龍一 有限会社　今里産業 代表取締役

古川智憲　部会長
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令和 ７ 年
春の全国交通安全運動の実施

4 月 ６ 日㈰～ 4月15日㈫

　本県における令和 ６ 年中の交通事故の発生状況をみますと、発生件数２，４1６件（前年比－２２３件）、
死者数２６人（前年比－10人）、負傷者数２，９８３人（前年比－334人）であり、発生件数、死者数、負傷
者数いずれも前年より減少傾向にありました。
　これから気候も良くなり、子供や高齢者の外出をはじめ、人とともに車の交通量も多くなり、交通
事故の多発が懸念されるところです。
　会員事業所におかれては、春の全国交通安全運動を契機に交通事故「 0 」を目指し、次の実施要領
に基づき、交通事故の防止に積極的に取組んでいただきますようお願いいたします。

てをあげて　くるまにおしらせ　ぼくはここ

　本運動の実施結果報告書は 4 月２5日㈮までに県ト協に郵送
（FAX 可）して下さい。

重

点

●こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境
の確保と正しい横断方法の実践
●歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベル
ト・チャイルドシートの適切な使用の促進
●自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と
交通ルールの遵守の徹底

交通安全啓発図画コンクール最優秀作品（令和 ６年度県知事賞）

五島市立緑丘小学校 ２年生（当時）下村　歩嵩さんの作品

5― 　 ―
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７

令和７年４月６日（日）～４月15日（火）

７
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容
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令和7年春の全国交通安全運動実施結果報告書

４ 25
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行政だより
 令和 ７ 年 ２ 月 ６ 日

協会加盟事業者　各位

 長崎県警察本部交通部

 交通指導課長　　

車両データ収集ご協力のお願い

　拝啓余寒の候、貴協会ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　日頃から警察業務に対するご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

　さて、長崎県警察では現在、法人が所有する自動車の特徴点についてデータベース化を進めている

ところです。

　これは、警察における様々な犯罪捜査の過程において、通行車両に搭載されたドライブレコーダー

の迅速な回収と、加盟事業者様に対するご負担の軽減を目的として取り組むものであり、データベー

スの高度化を図ることとしています。

　つきましては、当課担当者が加盟事業者様を訪問するなどし、車両の外観を撮影させていただきた

く、協力をお願いしたく存じます。

　撮影に際しては業務に支障が出ないよう、事前に日程のご相談をさせていただきます。

　ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、本取り組みにご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

　詳細につきましては、担当者より改めてご連絡差し上げますので、ご不明な点等ございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

　何卒よろしくお願い申し上げます。

長崎県警察本部交通部交通指導課

担当者名：福﨑　浩之

TEL：（0９５）８２0-0110（内線５1４0）
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定期点検整備促進運動の実施等について

　標記の件について、（一社）日本自動車整備振興会連合会より、全ト協を通じて通知がありましたの

でお知らせいたします。

日整連第 ６ －434号

令和 ７ 年 ２ 月17日

公益社団法人全日本トラック協会

　　会　長　　坂　本　克　己　殿
一　　般
社団法人日本自動車整備振興会連合会

会　長　　喜　谷　辰　夫

定期点検整備促進運動の実施等について

拝啓、時下、貴会・貴連盟ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、標記運動を別添 1 の「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、国土交通省及び警察庁等関係

行政省庁のご指導のもとに引き続き令和 ７ 年 ４ 月 1 日から令和 ８ 年 ３ 月31日までの 1 年間実施するこ

とになりましたのでお知らせ致します。

　また、本運動の促進対策の一環として使用される自動車の前面ガラスに貼付する点検整備済みス

テッカーが、別添 ２ のとおり国土交通大臣より指定されましたことを併せてお知らせ致します。

　なお、 ９ 年用点検整備済みステッカーより「事業者が前面ガラスに貼付する期間」及び「当該自動

車の前面ガラスに貼付しておいてよい期間」について、令和７年４月より施行される「継続検査の受

検可能期間の拡大」において、残存する自動車検査証の有効期間を失うことなく継続検査が受検可能

な期間の起算日が全国一律に「二か月前」となることから、次回の車検時期と定期点検時期を一致さ

せることができるよう始期を一か月早めることとしております。

敬具

＜本件の問合せ：日整連・事業部　與戸、遠藤＞
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定期点検整備促進対策要綱
1 ．目的

　自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車

の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を

図るため、本要綱により定期点検整備の実施の

普及および促進を図る。

　なお、本運動は、自動車点検整備推進運動と

連携して実施するものとする。

２ ．実施期間

　令和 ７ 年 ４ 月 1 日より令和 ８ 年 ３ 月３1日まで

とする。

　なお、次年度においても、本取組を継続して

実施する予定。

３ ．普及・促進対策

1 ）自動車使用者に対する保守管理意識高揚の

ための PR

２ ）自動車使用者に対する自動車の構造および

点検・整備に関する知識の向上促進

３ ）自動車整備事業者等における点検・整備に

かかわる受入体制の充実促進

４ ）点検整備済ステッカー（以下「ステッカー」

という。）の貼付

４ ．実施要領

1 ）自動車使用者に対する PR

　自動車使用者に対し、定期点検整備の必要

性とその励行について、テレビ、ラジオ、新

聞、雑誌等マスメディアの活用とポスター、

チラシ等の配布及びホームページにより PR

する。

　また、日整連等は、マイカー点検キャンペー

ン等の各種イベントを開催し、のぼり・横断

幕を使用して、自動車の使用者に対し点検・

整備の重要性を啓蒙する。

２ ）自動車使用者に対する自動車の構造および

点検・整備に関する知識の向上促進

　自動車使用者に対し、自動車の構造、点検・

整備の知識、認識の向上を図るため実車等を

使用した点検教室等を開催する。

３ ）自動車整備事業者等における点検・整備に

かかわる受入体制の充実促進

　自動車整備事業者等は、自動車使用者に対

して定期点検整備の実施時期をダイレクト

メール、電話、訪問等により連絡するととも

に、点検・整備時に整備内容、料金等の説明

を十分に行い、自動車使用者が整備事業場等

を利用しやすいようにする。

　また、日整連等は、整備技能コンクール等

を開催し、自動車整備事業者等の接客マナー

および技能の向上等受入体制の向上を図る。

４ ）ステッカーの貼付等

　定期点検整備を実施した自動車の前面ガラ

スに点検整備済を示すステッカーを貼付する

ことにより、点検整備実施事業場名等を表示

し、実施責任を明らかにするとともに、車両

内外から容易に判別することで、自動車使用

者、整備事業者及び整備管理者等に次回の定

期点検整備時期を知らせることによって、定

期点検整備の実施の励行を促進する。

⑴　ステッカーの貼付対象車種

普通自動車

小型自動車（二輪車を除く）

軽自動車（二輪車を除く）

大型特殊自動車

⑵　ステッカーの貼付

イ　ステッカーは、自動車整備事業者、新

車販売事業者および特定給油所等が、次

の場合に当該自動車に貼付する。

①　自動車整備事業者が定期点検整備を

確実に行ったとき。

②　新車販売事業者が新車の販売にあた

り納車整備を行ったとき。

③　特定給油所等が自家用貨物自動車の

14― 　 ―

ながさき　　トラック広報　2025－ 4



６ カ月点検・整備または自家用乗用自

動車であって、 ４ 輪主ブレーキおよび

駐車ブレーキがすべてディスク・ブ

レーキである自動車の1２カ月点検・整

備（「自動車点検基準」の「自家用貨

物自動車等の定期点検基準」または「自

家用乗用自動車等の定期点検基準」に

より行うものに限る。）を確実に行っ

たとき。

ロ　ステッカーは、車室内から見て前面ガ

ラス左側上部（左ハンドル車にあっては

右側上部）に 1 枚を貼付するものとし、

運転者の視野を妨げず、検査標章の貼付

を妨げない位置に貼付する。

　この場合において、ステッカーの認識

が困難となるときは、可能な限り上部と

することとして、認識が可能となる位置

まで下方にずらすことを可とする。

ハ　ステッカーは、イの整備を実施した事

業者がロの位置に確実に貼付するものと

し、自動車に貼付しないで自動車使用者

等にステッカーを配付してはならない。

ニ　事業者がステッカーを自動車の前面ガ

ラスに貼付できる期間は、それぞれ以下

のとおりとする。

７ 年用ステッカー：令和 ６ 年 1 月 1 日～

令和 ７ 年 ９ 月３0日

８ 年用ステッカー：令和 ６ 年1２月 1 日～

令和 ８ 年 ９ 月３0日

９ 年用ステッカー：令和 ７ 年11月 1 日～

令和 ９ 年 ９ 月３0日

ホ　ステッカーを自動車の前面ガラスに貼

付しておける期間は、それぞれ以下のと

おりとする。

７ 年用ステッカー：令和 ６ 年 1 月 1 日～

令和 ８ 年 1 月３1日

８ 年用ステッカー：令和 ６ 年1２月 1 日～

令和 ９ 年 1 月３1日

９ 年用ステッカー：令和 ７ 年11月 1 日～

令和10年 1 月３1日

⑶　ステッカーの剥離

イ　次回の定期点検整備時期を経過したス

テッカーは必ず剥がすこと。また、その

旨を自動車使用者等に周知徹底すること。

ロ　貼付しておける期間を経過したステッ

カーをそのまま貼付していると保安基準

違反となることを自動車使用者等に周知

徹底すること。

⑷　ステッカーの様式

　ステッカーの様式は、別紙のとおりとす

る。

⑸　ステッカーの管理

　各ステッカー取扱い団体および事業者は、

配付台帳を備え、厳正な管理を行う。

　なお、不適正な管理を行った場合にはス

テッカーの配付を停止することができるも

のとする。

⑹　ステッカーの再交付

　自動車ユーザーから、フロントガラスの

破損等により、ステッカーの再交付を求め

られた場合は、当該自動車の定期点検整備

を実施した事業場に限り、上記⑵ホの期間

内において再交付することができるものと

する。

５ ．定期点検整備促進協議会の構成

1 ）定期点検整備促進協議会は、下記の中央団

体をもって構成し、 一 般
社団法人日本自動車整備振興

会連合会をもって代表団体とする。

一般社団法人　日本自動車整備振興会連合会

一般社団法人　日本自動車工業会

一般社団法人　日本自動車販売協会連合会

一般社団法人　全国軽自動車協会連合会

一般社団法人　日本自動車連盟

一般社団法人　全国自家用自動車協会

公益社団法人　日本バス協会

公益社団法人　全日本トラック協会

一般社団法人　全国ハイヤー・タクシー連合会
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一般社団法人　日本中古自動車販売協会連合会

２ ）地方の定期点検整備促進協議会は、中央に

準じた構成とし、自動車整備振興会をもって

代表団体とする。

６ ．定期点検整備促進協議会の事務局

1 ）中央の事務局は、 一 般
社団法人日本自動車整備振興

会連合会とし、地方は各都道府県自動車整備

振興会とする。

２ ）事務局は、次の業務を行う。

⑴　定期点検整備促進協議会の開催

⑵　ステッカーの発行（中央に限る）および

配付

⑶　その他本要綱の実施のために必要な業務

７ ．その他

1 ）本要綱は、定期点検整備促進協議会が関係

行政省庁の指導を得て推進する。

２ ）PR に当たっては、「定期点検整備促進協

議会」の名称を用いて行うよう努める。

３ ）本要綱の実施のため必要な事項であって本

要綱に特段の定めのないものについては、中

央および地方の定期点検整備促進協議会で別

途定める。

別紙
点検整備済ステッカーの様式　例

〈注〉

⑴　自家用、事業用を共通の様式とする。

⑵　車内より貼付することができるものとする。

⑶　地色（外周ダイヤル部分）は、令和 ７ 年用は緑色、令和 ８ 年用は橙色、令和 ９ 年用は青色とする。

⑷　偽造の困難な様式とする。

⑸　管理用に一連番号を入れる。
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2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開催 
に伴う警備協力について

　標記の件について、国土交通省物流・自動車局より全ト協を通じて協力依頼がありましたのでお知
らせいたします。

全ト協発第666号（環）
令和 ７ 年 ３ 月21日

各都道府県トラック協会会長　殿
公益社団法人　全日本トラック協会

会　長　　　坂　本　克　己

２0２5年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開催に伴う警備協力について

　平素は当協会の事業運営に種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　今般、国土交通省物流・自動車局長より、本年４月13日から大阪府大阪市夢洲地区において、2025
年日本国際博覧会（大阪・関西万博）が開催される予定であり、テロ対策に万全を期する必要がある
ことから、別紙に掲げる項目に関し、テロ対策の徹底を図るよう要請がありました。
　つきましては、貴協会におかれましてもトラック運送事業における輸送の安全確保、テロ対策の徹
底を図っていただきますよう、傘下会員事業者に対する周知徹底方をお願い申し上げます。

以上

２0２5年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開催に伴う 
テロ対策の徹底について

【共通事項】
・自主警備体制強化
・連絡体制の確立
・大阪・関西万博に関する不審者情報等の警察への通報連絡の徹底
・業務用車両、小型無人機等の管理強化及び盗難・紛失時における警察への連絡の徹底
・身分証明書、制服等の管理及び盗難・紛失時における警察への連絡の徹底
・サイバーセキュリティ対策の強化

【トラック・利用運送・倉庫・トラックターミナル等】
・営業所・車庫・倉庫内外の巡回
・終業後のドアロック
・放射性物質等危険物輸送・保管における安全管理
・ 配送先から荷送り人に覚えがないなど不審な荷物である旨の連絡があった場合の荷物に触れない旨

の注意喚起、荷物の状態やその場の状況に応じた適切な対応、警察などへの速やかな連絡
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全ト協だより

 

違法な白トラ行為（無許可運送）情報提供フォーム 

 

【情報提供者様】 

任意としますが、後日詳しい情報をお伺いすることもありますので、できるだけご記入ください。 

お名前  

事業者名  

所属トラック協会  

ご連絡先電話番号  

 

【違法な白トラ行為に関する情報】 

お知りになる範囲で結構ですが、できる限り詳しい情報をお願い申し上げます。 

 

違法な白トラ行為をさせている荷主の名称、所在地等 

 

 

 

違法な白トラ行為（運送）をしている者の名称、所在地等 

 

 

 

運んでいる貨物 

 

 

 

輸送区間 

 

 

 

官公需において、適法でない白ナンバートラックに発注していると疑われるものに関する

発注者、受託者の名称、運んでいる貨物、輸送区間等 

 

 

 

その他 
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違法な白トラ行為（無許可運送）情報提供フォーム 

 

【情報提供者様】 

任意としますが、後日詳しい情報をお伺いすることもありますので、できるだけご記入ください。 

お名前  

事業者名  

所属トラック協会  

ご連絡先電話番号  

 

【違法な白トラ行為に関する情報】 

お知りになる範囲で結構ですが、できる限り詳しい情報をお願い申し上げます。 

 

違法な白トラ行為をさせている荷主の名称、所在地等 

 

 

 

違法な白トラ行為（運送）をしている者の名称、所在地等 

 

 

 

運んでいる貨物 

 

 

 

輸送区間 

 

 

 

官公需において、適法でない白ナンバートラックに発注していると疑われるものに関する

発注者、受託者の名称、運んでいる貨物、輸送区間等 

 

 

 

その他 
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　令和 ７ 年 ３ 月11日から長期プライムレートの引上げに連動して、近代化基金融資の貸出利率が次の

とおり変更された旨、全ト協を通じて取扱金融機関から通知がありましたのでお知らせ致します。

記

１ ．貸付利率

期　　　間 現行（改定前） 改定後

₁年以上～₃年以内

２.２0％ ２.35％₃ 年超～ ₇ 年以内

₇ 年超～ １0 年以内

₂．実施日

　　令和 ７ 年 3 月１１日

近代化基金融資貸出金利の
変更について
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軽油価格の調査結果（ 1月分）
　 1 月中の軽油価格調査を実施した結果は次のとおりであります。購入契約の参考に利用して下さい。

₁．単純集計価格
区　分地区名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

九州（沖縄除） 1３1.９４ 1２1.1８ 1３２.３２
全国（沖縄除） 1３0.1８ 1２0.６２ 1３0.0６

₂．元売別集計価格〈九州（沖縄除）〉
区　分元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ 1３２.２４ 1２1.２0 1３３.８５
出光昭和シェル 1３４.２８ 1２1.1８ 1３0.３４
キ グ ナ ス
コ ス モ 1２７.７５ 1２0.0８ 1３９.５５
そ の 他 1２６.５９ 1２1.２８ 1３1.1７

₃．月間購入量別価格〈九州（沖縄除）〉
区　分月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

３0キロ
リットル未満 1３２.２1 1２1.３２ 1３３.６４
３0～５0キロ
リットル未満 　 1２２.９1 1２２.４５
５0～100キロ
リットル未満 1２６.９0 11９.11 1２0.４0
100キロ
リットル以上 　 1２0.４６ 1２1.９0

₄．支払期限別価格〈九州（沖縄除）〉
区　分支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

３0 日 未 満 1３３.0７ 1２４.６５ 1２８.２0
３0～６0日未満 1３0.５４ 1２1.01 1３３.0８
６0 日 以 上 1３５.６６ 11９.0３ 1２0.４0

₅．軽油価格推移〈九州（沖縄除）〉
区　分月　別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

２0２４ 年 ９ 月 1２４.４８ 11５.６２ 1２６.７0
２0２４ 年 10 月 1２６.２２ 11５.６２ 1２９.３４
２0２４ 年 11 月 1２５.６６ 11５.５６ 1２７.８９
２0２４ 年 1２ 月 1２６.５９ 11６.９７ 1２９.1８
２0２５ 年 1 月 1３1.９４ 1２1.1８ 1３２.３２

※消費税抜きの価格
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２0２5年度（令和 ７ 年度）運行管理者等《基礎講習》の開催について

 独立行政法人自動車事故対策機構
 長崎支所長

　独立行政法人自動車事故対策機構 長崎支所において、２0２５年度（令和 ７ 年度）における運行管理
者等基礎講習を下記のとおり開催致します。

１ ．開　催　日
日　　時 会　　場 定　員 業　態

２0２５年 ６ 月11日㈬
～

２0２５年 ６ 月1３日㈮
TBM 長崎ビル　地下会議室 ３６名 貨物

２0２５年 ６ 月1８日㈬
～

２0２５年 ６ 月２0日㈮
TBM 長崎ビル　地下会議室 ３６名 旅客

【予定】
２0２５年1２月10日㈬

～
２0２５年1２月1２日㈮

TBM 長崎ビル　地下会議室
（講習会場と契約完了次第、予約受付開始） ３６名 貨物

【予定】
２0２５年1２月1７日㈬

～
２0２５年1２月1９日㈮

TBM 長崎ビル　地下会議室
（講習会場と契約完了次第、予約受付開始） ３６名 旅客

※講習当日に気象庁から「特別警報」が発令された場合は、中止又は延期となります。
※講習会場の契約都合上、日程変更等になる場合がありますのでご理解ご了承願います。
※各会場への直接のお問合せはご遠慮下さいますようお願いします。
※ご自分のパソコンやスマートフォンで受講が可能な「ｅナスバ」もございます。
　会場への移動や受講時間のお悩みを解決することが出来ますので、是非ご活用ください！

２ ．受講手数料
1 人８，９００円（税・テキスト代含）
※当日受付にてお支払い下さい。現金のみとなりますので、釣銭のないようご協力願います。

3 ．受講対象者
1 ．運行管理に関する実務経験が 1 年未満の方で、運行管理者試験の受験資格を得たい方
２ ．運行管理者の業務を補助させるための者（補助者）として選任される予定の方
３ ．基礎講習を受講していない運行管理者であって、平成２４年 ４ 月1６日以降に当該事業者で初めて運

行管理者として選任された方
４ ．その他受講を希望される方

事故対だより
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4 ．当日の受付時間と講習時間
受付時間 講習時間

1 日目の ９ ：1５～ ９ ：５0の間 1 日目　 ９ ：５0～1７：00
２ 日目　10：00～1６：00
３ 日目　10：00～1６：00

5 ．予 約 方 法
⑴　２0２5年 3 月１0日㈪よりインターネットでの予約開始となります。

⑵　ナスバのホームページ（https://www.nasva.go.jp/）から、インターネット予約システムにてご

予約下さい。

　　①　

　　　　　　　　　　　　　　のバナーより、インターネット予約システムに入ります。

　　②　申込後は「予約確認書」を印刷し、受講当日受付にご提出下さい。

※ 予約受付は先着順で、定員になり次第、予約受付が締め切りとなります。空き状況は随時予約シス

テム上でご確認下さい。

６ ．持　ち　物
⑴　受講料（８, ９00円）

⑵　予約確認書

⑶　筆記用具

７ ．会　場　図
TBM 長崎ビル　〒８５0-00３３　長崎市万才町 ７ － 1

《基礎講習に関するお問合せ先》

独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）長崎支所

〒８５0-00３３　長崎市万才町 ７ － 1 　TBM 長崎ビル11階

Tel：0９５－８２1－８８５３
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２0２5年度（令和 ７ 年度）運行管理者等《一般講習（貨物）》の開催について
 独立行政法人自動車事故対策機構
 長崎支所長

　独立行政法人自動車事故対策機構 長崎支所において、２0２５年度（令和 ７ 年度）における運行管理
者等一般講習を下記のとおり開催致します。

１ ．開　催　日
日　　程 方　式 会　　場 定　員

２0２５年 ７ 月 ３ 日㈭ 動画 アルカス SASEBO ３ 階　会議室 ３0名

２0２５年 ７ 月11日㈮ 対面 長崎市民会館　大会議室
（会場と契約締結後、予約受付開始） ５0名

２0２５年 ８ 月２８日㈭ 動画 TBM 長崎ビル11階　ナスバ長崎支所 ２２名
２0２５年10月 ９ 日㈭ 動画 TBM 長崎ビル11階　ナスバ長崎支所 ２２名
２0２６年 1 月1５日㈭ 動画 TBM 長崎ビル11階　ナスバ長崎支所 ２２名
２0２６年 ３ 月 ５ 日㈭ 動画 TBM 長崎ビル11階　ナスバ長崎支所 ２２名

※「動画」とは、講師資格者の下、事前収録した動画を視聴していただく形式です。
※講習当日に気象庁から「特別警報」が発令された場合は、中止又は延期となります。
※各会場への直接のお問合せはご遠慮下さいますようお願いします。
※上記日程以外で追加開催する場合がありますので、随時予約システムをご確認願います。
※ご自分のパソコンやスマートフォンで受講が可能な「ｅナスバ」もございます。
　会場への移動や受講時間のお悩みを解決することが出来ますので、是非ご活用ください！

２ ．受講手数料
1 人３，２００円（税・テキスト代含）
※当日受付にてお支払い下さい。現金のみとなりますので、釣銭のないようご協力願います。
※長崎県トラック協会会員事業者は受講料に関する助成があります。（「ｅナスバ」を除く）
　詳細は所属の協会にて確認願います。

3 ．受講対象者
⑴　運行管理者として選任されている方のうち、２0２４年度実施の一般講習を未受講の方。
⑵　２0２５年度中に初めて選任届をされた運行管理者の方。
　　（※過去に基礎講習を受講していない方は基礎講習の受講が必要です。）
⑶　２0２４年度及び２0２５年度中に死者又は重傷者を生じた事故（自動車事故報告規則第 ２ 条第 ３ 号に掲

げる事故）を起こした営業所、又は輸送の安全確保違反による行政処分を受けた営業所の運行管
理者全員。

⑷　その他、受講を希望される方。

4 ．当日の受付時間と講習時間
受付時間 講習時間

９ ：1５～ ９ ：５0 ９ ：５0～1６：00（ 1 時間昼休憩含）

24― 　 ―

ながさき　　トラック広報　2025－ 4



5 ．予 約 方 法
⑴　２0２5年 3 月１0日㈪よりインターネットでの予約開始となります。
⑵　ナスバのホームページ（https://www.nasva.go.jp/）から、インターネット予約システムにてご

予約下さい。
　　①　
　　　　　　　　　　　　　　のバナーより、インターネット予約システムに入ります。
　　②　申込後は「予約確認書」を印刷し、受講当日受付にご提出下さい。
※ 予約受付は先着順で、定員になり次第、予約受付が締め切りとなります。空き状況は随時予約シス

テム上でご確認下さい。

６ ．持　ち　物
⑴　受講料金（３, ２00円）（協会助成金の対象者以外）
⑵　予約確認書
⑶　筆記用具

７ ．会　場　図
TBM 長崎ビル アルカス SASEBO
〒８５0-00３３　長崎市万才町 ７ － 1  〒８５７-0８６３　佐世保市三浦町 ２ － ３
 

長崎市民会館
〒８５0-0８７４　
長崎市魚の町 ５ 番 1 号

《一般講習に関するお問合せ先》
独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）長崎支所
〒８５0-00３３　長崎市万才町 ７ － 1 　TBM 長崎ビル11階
Tel：0９５－８２1－８８５３
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　去る ３ 月1２日㈬1３時３0分から、長崎市松原町「県ト協研修会館」において、委員 ９ 名が出席し、総

務委員会を開催しました。

　委員会は、事務局の開会で始まり、永野副会長の挨拶があり、議長に井石委員長を選出し、上程さ

れた議案について審議され、一部修正の意見が出され、それ以外は原案どおり承認されました。

第 ４ 回総務委員会の開催状況について

永野副会長

井石委員長・田川副委員長
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日　時　令和 ７ 年 ３ 月1７日㈪　1２：２５～1３：２0

場　所　長崎市松原町２６５1－ ３ 「県ト協研修会館」

出席者　馬場会長ほか２７名

協議事項

⑴　新規加入事業者等の承認について

⑵　令和 ６ 年度近代化基金融資推薦について

⑶　定款第1４条に基づく業務報告について

⑷　令和 ６ 年度特別会計収支補正予算（案）について

⑸　令和 ７ 年度事業計画及び予算（案）について

⑹　事務委託費（案）について

⑺　ダンプ部会の設立要望について

⑻　令和 ７ 年度第 1 回理事会・定時総会の開催日程について

報告事項

⑼　加盟事業者様の車両データ収集ご協力のお願い

⑽　 「ココロねっこ運動」推進のための車用マグネットステッカーを利用した県民への周知について

⑾　「分散引越のお願い」広報啓発活動について

⑿　重量部会の設立総会について

　　その他

　理事会は、原野総務部長の開会と定足数の報告で始まり、議長に馬場会長を選出し、上程された議

案について審議され、原案どおり承認されました。

第 4回理事会及び交付金運営委員会の開催状況について

馬場会長
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　協会表彰規程により、毎年、運転者及び一般従業員のうちから永年勤続表彰資格者を表彰すること

になっておりますので、会員事業所におかれまして下記により、表彰資格者を表彰資格者推薦書に記

入のうえ、推薦方お願いいたします。

記

１．資格要件

　⑴　運転者

　　　　勤続年数が ５ 年、１０年、１５年、２０年に達した者

　⑵　一般従業員（運転者以外の従業員）

　　　　勤続年数が ７ 年、１０年に達した者

２．注意事項

　⑴　以前表彰を受けた者は、同一年数では受賞できませんので、次の年数に達しているかを確認の

うえ推薦して下さい。

　⑵　提出期限までに推薦がなかった場合は、該当者がないものとみなして処理します。

３．提出期限

　 ４ 月２５日㈮までに県ト協（担当　本村）へ郵送または FAX（０9５-839-8５０8）にてご提出ください。

　※受賞が決まりましたら今年度の定時総会で表彰する予定です。

協会永年勤続表彰規程による
表彰資格者の推薦について
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　令和 ７ 年 3 月 3 日㈪長崎県警と自動車安全運転センター長崎県事務所より、令和 6 年第三期優秀安

全運転事業所に対する表彰式が行われました。この表彰式は、継続して安全運転管理に取り組み、無

事故・無違反運転など優秀な成果を上げている事業所を表彰するもので、令和 6 年第三期（ 9 月～12

月）は次の事業所が表彰されました。

【プラチナ賞】

ALSOK 長崎㈱警送支社 運用第 3 課、相互交通㈱、南海産業㈱

【金賞】

㈱村里運輸

【銀賞】

長崎運送㈱、㈲ひかり運送

【銅賞】

九州西濃運輸㈱長崎支店

運転記録証明書を活用した優秀安全運転事業所表彰について
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令和７年度近代化基金推薦融資申込公募の実施について 

近代化基金推薦融資とは 
 近代化基金推薦融資とは、会員事業者から所定の申込書を協会に提出して頂き、事業計画の適格性を検討し条件
に適合すると判断されたものについて、融資枠の範囲内において取扱金融機関（商工中金）に融資を推薦し、商工
中金から借り入れが実行された時の利子を一部補給する事業です（よって、推薦決定は、融資決定とは異なります）。
なお、融資自体は、取扱金融機関（商工中金）の返済能力等の審査を経て可否が決定されます。 
また、融資を実行する際の担保・保証人に関しては、別途商工中金にご相談下さい。 

公募の詳細 
１．公募期間 

令和７年 4 月 1 日～令和８年２月２７日（期日厳守） 
＊融資対象は、令和７年度（令和７年 4 月 1 日～令和８年 3 月 31 日）に投資されるものに限ります。 

２．公募融資総枠︓６億円 
３．融資限度額︓各融資制度において、それぞれ定めます。 
４．融資利率︓商工中金所定の利率 
５．融資推薦対象者︓会員事業者及び協同組合等であり、商工中金と取引資格があるもの。 
６．取扱金融機関︓商工中金（長崎支店、佐世保支店）及び商工中金の代理店である信用組合 
７．融資対象資金について︓消費税は対象となりますが、その他の税金、登録費用、保険料等は対象外です。 
８．各融資制度の詳細は下表にてご確認下さい。 

＊協会ＨＰ（http://www/nata.or.jp）の助成事業ページにて申込書のダウンロードが可能です。 

９．お問合せ先 
 （公社）長崎県トラック協会（担当︓川浪） Tel︓095－838－2281 Fax︓095－839－8508 

Ⅰ.一般融資 
①融資対象事業 

・物流施設・福利厚生施設の整備に要する資金   ・事務機器の購入、設備の補修・改修に要する資金 
・荷役機械購入に要する資金   ・車両購入及び架装に要する資金   （注）運転資金は対象外です 

②融資推薦限度額 
・会員事業者︓２，０００万円  ・協同組合︓４，０００万円（一事業者あたり 2,000 万円） 
＊再融資の際、融資限度額から既往の融資残高を控除した額の範囲内での推薦となります。 
＊但し、環境対応車（ＣＮＧ車、ハイブリッド車）及び省エネ関連機器（ドライブレコーダー等）導入に際して

は、 
別に融資限度枠を設けますので、お問合せ下さい。 

③利子補給率︓０．６％ 

④償還期間︓１０年以内（車両は５年以内） 

⑤必要な添付書類 
見積書原本等（施設の場合は、別途平面図・見取図等） 

Ⅱ.ポスト新長期規制適合車導入に係る融資の特例 
①融資対象事業 

ポスト新長期規制車導入に要する資金（代替えを伴う必要はありません） 

②融資推薦限度額 
・会員事業者︓４，０００万円  ・協同組合︓４，０００万円（一事業者あたり 2,000 万円） 
＊再融資の際、融資限度額から既往の融資残高を控除した額の範囲内での推薦となります。 

ただし、ＮＯｘ融資（受付終了）の融資限度額に対する残高を引継ぎます。 

③利子補給率︓０．６％ 

④償還期間︓５年以内 

⑤必要な添付書類 
見積書原本等 
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適性診断（初任･適齢）及び安全運転研修について 
 
令和７年度に実施する適性診断（初任・適齢）及び安全運転研修（講習）は下記のとおりです。 
お申し込みについては直接各実施機関へ行って下さい。 
講習の受講料は無料（協会が全額助成）となりますが、各講習会の受講者数に制限がありますのでご注意下さい。 

 ◆適性診断（初任・適齢）  ＊開催予定表A  
  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校東長崎事務所（長崎県トラック協会研修会館） 

②診断日︓毎月（２月,３月を除く） 
  ③備考︓特定の運転者（新たに運転者として選任した者、６５才以上の運転者）が対象となる適性診断 

◆初任運転者向け  
・初任運転者特別指導講習会 ＊開催予定表B 

  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校東長崎事務所（長崎県トラック協会研修会館） 
②講習日程︓2日間（年10回開催予定） 

  ③備考︓指導監督指針内容（12項目15時間）による座学（一部実車を用いた内容含む）での講習 

・安全運転研修（初任運転者コース） ＊開催予定表D 
  ①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  

②講習日程︓2日間（年８回開催予定） 
  ③備考︓指導監督指針内容（12項目15時間）及び安全確保に資する内容を含む実技を中心とした講習 

◆高齢運転者向け  
・高齢運転者安全運転研修 ＊開催予定表C 
①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校（西海市）  
②講習日程︓１日間（年１回開催予定） 
③備考︓高齢運転者における安全運転意識向上及び運転技術の改善を図るための講習 

◆一般運転者向け 
・安全運転研修（一般運転者コース）＊開催予定表D 
①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  
②講習日程︓2日間（年8回開催予定） 
③備考︓指導監督指針内容（12項目）及びより安全確保に資する内容を含む実技を中心とした講習 

 ◆添乗指導者向け 
・添乗（同乗指導者研修） ＊開催予定表E 
①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  
②講習日程︓2日間（年１回開催予定） 
③備考︓運転者と同乗し、市街地走行などの運転行動を観察し指導ができる添乗者（同乗）育成のための研修  

※おんが自動車学校で開催する研修（開催予定表Ｄ）では、一部内容が初任運転者、一般運転者の同時受講となります。 
 
開催予定表                     

※行事等により日程が変更となる場合があります。 ※全ト協指定コースについての詳細は協会へお問合せ下さい。 

【お問い合わせ先】 長崎県トラック協会（担当︓佐藤・川浪）︓ＴＥＬ 095－838－2281／ＦＡＸ 095－839－8508 
     新西海自動車学校 （担当︓横坂・植田）︓ＴＥＬ 0959－27－0136／ＦＡＸ 0959－27－1778 
     おんが自動車学校 （担当︓江頭・山口）︓ＴＥＬ 093－293－2359／ＦＡＸ 093－293－2427 

 診断・講習種類 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月

A 適性診断（初任･適齢） 15・16 21 9・10 15 26・27 17 6・7 18 16・17 14 

B 初任運転者特別指導講習会 17～18 22～23 11～12 16～17 28～29 18～19 8～9 19～20 18～19 15～16

C 高齢運転者安全運転研修  10 

D 一般･初任貨物運転者研修  24～25 
7～8 

14～15
5～6  6～7 11～12 8～9  17～18

E 添乗（同乗）指導者研修      27～28     

全

ト

協 

一般・初任運転者研修 12～14  21～23     15～17   

添乗・指導管理者研修  17～19  19～21       

一般・事故再発防止研修       18～20    



 
申  込  書 

（適性診断・初任運転者特別指導講習） 
 
申込日 令和    年    月    日 

                         

事業所名
（ フ リ ガ ナ ）

 （営業所名）                                                    

〒       － 

事 業 所 住 所                                         

申込責任者名                                        

連絡先（TEL）              （FAX）                   
※受付完了後に「受付済」の印を押して返信 FAX をしますので必ずご記入下さい。 

 
 フ リ ガ ナ 

適 性 診 断 

診断種類に☑ 

受診日を記入 

初 任 講 習 

(受講日を記入) 

☆適性診断受診日時

(自動車学校記入欄) 
受 講 者 氏 名 

    生 年 月 日  (年齢) 

１ 

 
□初任  □適齢 

（    月    日 ） 

 

□受診しない 

□受講する 

(   月   日～   月   日) 

 

□受講しない 

   月    日 
   

     時   分開始

 

 

 

昭和・平成    年   月   日(   歳) 

２ 

 
□初任  □適齢 

（    月    日 ） 

 

□受診しない 

□受講する 

(   月   日～   月   日) 

 

□受講しない 

   月    日 
   

     時   分開始

 

 

 

昭和・平成    年   月   日(   歳) 

３ 

 

□初任  □適齢 

（    月    日 ） 

 

□受診しない 

□受講する 

(   月   日～   月   日) 

 

□受講しない 

   月    日 
   

     時   分開始

 

 

 

昭和・平成    年   月   日(   歳) 

【実施場所】  長崎県トラック協会研修会館 （新西海自動車学校東長崎事務所）  
    所在地：長崎市松原町２６５１－３   

【適性診断お申し込みの方】 
※「受診日時」は原則として申込順に自動車学校が決定し通知いたします。 
※開始時間 10 分前にはお越しください。尚、時間に遅れた場合は受診できません。（受診時間は約 2 時間） 
○持 参 品    ①運転免許証  ②受診料金 事業所負担 1,000 円 （残りは県トラック協会の助成となります） 

【初任講習お申し込みの方】 

○受付時間  ８：３０～ ９：００    
○講習時間  ９：００～１７：３０ 
○持 参 品  筆記用具、ヘルメット及び手袋 （2 日目のみ必要） 
○そ の 他   ・昼食（弁当）を希望される方は当日に受付いたします。 

・申込期限は、開催日２日前 （ただし、定員になり次第締め切りとなります） 
 

☆ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。 
 

 
                         
                         

 
FAX 送信先 ０９５９-２７-１７７８ 

※ 

（ 受 付 済 印  ） 

新 西 海 自 動 車 学 校 
申  込  先   

 ※実施場所ではありませんのでお間違いのないようお願いします 

西海市西彼町上岳郷１２３８－３ 

TEL ０９５９-２７-０１３６ 

ＦＡＸ 





貨物自動車ドライバー等安全運転研修 申込書 

【ドライビングアカデミーＯＮＧＡ（おんが自動車学校）用】 
 
公益社団法人 長崎県トラック協会長 殿 

会社住所 〒   - 

会社名称  

営業所名  

代表者名  

担当者名  担当者携帯  

連 絡 先 TEL FAX 

弊社（店）従業員に対する安全運転研修を下記のとおり計画いたしましたので、申込書を提出致しま

す。 
 

１．希望コース（希望するコースを１つ選び、選択欄に ○ 印を付けてください。） 

№ 研 修 内 容 選択欄(〇印) 

1 一般運転者研修   2 日（13 時間）  
2 初任運転者研修   2 日（15 時間）  

3 
添乗（同乗）指導者研修  2 日（13 時間） 
※初任運転者に対する特別な指導の実技 20 時間以上の市街地走行などの運転行動を観察し、助言

指導ができるための研修 
 

  
２．受講者及び研修コース 

  ①希望研修コースは、上記１の 研修№ を記入してください。 
  ②受講者の日当交通費等については、助成の対象とはなっておりません。 

フ   リ   ガ   ナ 性

別 
年齢 生年月日 

採  用 
年月日 

希望研修コース 初任診断(希望者) 
別途診断料が必要です 受 講 者 氏 名 研修№ 講習日 

 男

女 

  

歳 

     年

 月  日

年

月  日
  

希望する・しない 

指導要領：要・不要 

 男

女 

  

歳 

     年

 月  日

年

月  日
  

希望する・しない 

指導要領：要・不要 

 
※交通費助成申請   □ 離島地区外：５千円   □ 離島地区（五島、上五島、壱岐、対馬）：１万円 

【 注 意 】 

 ※ 研修１回あたり１事業者２名まで 

※ 受講料（55,440 円）に係る助成金は協会から研修機関へ、交通費助成は会員へ交付します。 

※ 研修受講後は、速やかに実績報告書を提出して下さい。 

 ※ お申し込みは、当申込書を講習日の 10 日前までに、下記の研修施設へＦＡＸで提出してください。 

・ドライビングアカデミーＯＮＧＡ（おんが自動車学校）ＦＡＸ ０９３－２９３－２４２７ 

 ※初任診断で指導要領（管理者用）がご必要な場合は別途、発行料金（２００円）をいただきます。 

                                                                                               
○事務処理欄（記入しないでください。）                    受付印 
 



“測定が完了しました”
　アルコールチェッカーの音声を聞き、ほっと
胸をなでおろします。毎日、１１時前後には朝の
点呼が終わり、何十人ものアルコールチェック
に立ち合い、ドライバーが出庫していくのを見
送ります。
　私は人事労務部に所属していますが、運行管
理者の資格も持っている為、毎朝ドライバーの
健康確認を確認し“ご安全に～！”と社員を送
り出しています。

“乗る人に　飲ませるあなたも　犯罪者”

　これは、現在の神奈川県の飲酒運転根絶運動
のスローガンですが、道路交通法に飲酒運転の
規定ができたのは１96０年のことで、当時は呼気
１ リットル中のアルコール量が０．２５mg 以上の
場合に運転が禁止されていたそうです。また、
違反したとしても罰則はなかったとのこと。
１9７０年にようやく基準値に関わらず飲酒運転は
禁止、呼気 １ リットル中のアルコール量が
０．２５mg 以上の場合には、違反点数と罰則が科
されることとなったそうで
す。ただし、罰則は今ほど厳
しいものではなく、例えば、
酒気帯び運転の場合は 3 か
月以下の懲役または ５ 万円
以下の罰金、行政処分も違反
点数は 6 点だったそうです。
　２００７年には、酒を飲んでい
ると知りながら運転をさせ
た、また車を運転すると知っ
ていて酒を提供すると罰則
の対象になりました。更に
２００9年には違反点数が大き
く引き上げられました。公道
を使用し、商いを行なってい
る私たちトラック運送事業
者 １ 人 １ 人が、
“乗る人に　飲ませるあなた
も　犯罪者”
このスローガンを脳裏に刻
み込み、飲酒運転 ０ を目指さ
なくてはなりません。
　私は3０代から現在の会社
に入り、現在は人事労務部と
いう立場で、この運送業界に携わっております。
すべての運送会社で、業務前・業務後にアル
コール検知器にてドライバーのアルコール
チェックをしておりますが、昔はアルコール検
知をするとアルコール検知器に引っかかってし
まうドライバーがいました。もちろん飲んでベ
ロベロだーというような状態ではなく、“えー
少ししか飲んでないのに”とか“飲んだけど、
そんなに飲んではおりません”とか、またアル
コールの数値も０．０４～０．０５だったのですが、ア
ルコールが ０ にならないと、会社としては出庫
させることはできません。 １ 時間以内で、アル
コールが ０ になり仕事に出ていったのですが、
会社に来るまでにもし事故を起こしていたらと
思うと…すごく不安になりました。
　また、１０年ぐらい前にはアルコール検知器を
不正操作、アルコールが残っているのにアル
コールが残っていないように操作をし、ごまか
しているドライバーがおりました。鼬ごっこで
はありませんが、どんな機械でもそれを不正に
使用する人がいると考えさせられる出来事でし

た。もちろん現在弊社で使用しているアルコー
ルチェッカーでは不正操作はできません。
　どのくらい飲めば、体内にアルコールが残っ
てしまうのか？またどの程度ならば飲んでも翌
日の仕事に差し支えない量なのか？その日の体
調・体重などで人それぞれ千差万別ですが、
ビールで例えると５００ml・日本酒では １ 合
１8０ml・ワインではグラス ２ 杯２００ml で １ 単位
となり、 １ 単位の分解速度は ４ 時間かかるとい
われております。
　例えば、ドライバーが自宅で晩酌し飲酒する
場合は、翌日の出発時間から逆算して分解可能
な量の飲酒で止めないと、翌朝になってもアル
コールが残っている状態となります。
　飲み会などで何杯も飲酒した場合でも、「よ
く寝たから大丈夫！」とはなりません。例えば、
休日など飲み過ぎたなあと思ったときには、“絶
対！運転はしない”ようにするなど注意が必要
です。またアルコールが残ったままで運転する
ことは犯罪です。一緒に飲んでいた人が飲んだ
まま車両を運転して帰ろうとした人に対して、
止めなければならないのです。職業ドライバー

であればなおさら注意しな
ければいけません。
　アルコールが残ったまま
運転をすることは、ドライ
バーとしての職務を放棄し
ていることと一緒です。もち
ろん飲酒をすれば気分が高
まり楽しい気分になれます
し、お酒はコミュニケーショ
ンを図る為のツールとして、
お互いの距離を近づけるた
めの大切なツールとも言え
ます。
　但し自分のペースや体調
を理解したうえで、翌日がも
し出勤であれば出社時間を
計算し飲酒して頂かなくて
はなりません。
　近年では、弊社のドライ
バーでアルコールを出すド
ライバーはおりません、やは
り、ドライバー本人がアル
コール運転は絶対にしない、
“飲酒運転は犯罪！”という

ことが浸透してきたからだと思います。
　ニュース等によれば、令和 ５ 年中の飲酒運転
による交通事故件数は、２，3４6件で前年と比べ
て増加し、そのうち、死亡事故件数は、１１２件
で前年と比べると減少しております。本来であ
れば ０ でなければならないのですが、 ０ ではあ
りません。
　事業用トラックは、経済活動・国民生活に必
要不可欠です。緑ナンバーのトラックが交通事
故を起こすと、起こした会社のイメージが悪化
し、荷主からの信用・信頼を失ってしまいます。
　もしそれが飲酒事故であったら！！ドライ
バー １ 人の飲酒事故が、他のドライバーや所属
している会社に、多大な損害をもたらすのです。
その為、弊社は今後も緑ナンバー事業者として、
飲酒運転は犯罪という事を社員 １ 人 １ 人に自覚
してもらい、
“乗る人に　飲ませるあなたも　犯罪者”
を脳裏に刻み込み、弊社のスローガンのひとつ
として、飲酒運転撲滅に邁進していきたいと思
います。

（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 6年度事故防止対策体験記優秀賞入選作品）

ドライバー体験記

飲酒運転は 
犯罪！

（神奈川）㈱大三ロジテック

有賀　秀樹
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陸災防だより陸災防だより
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最大50万円（一部自己負担金あり）のレッカー搬送費用を負担いたします。
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長崎ちゃんぽん……………759円（税込）
かつ丼………………………792円（税込）
中華飯………………………770円（税込）
トンカツ定食………………979円（税込）
エビフライ定食 ………1，012円（税込）
カツカレー…………………913円（税込）

各種定食・丼物・中華など豊富に
取り揃えております

7時～20時30分までご利用できます
（オーダーストップ 20時）
※土・日曜日のみ14時30分（オーダーストップ 14時）

6，400円（税込）
4，800円（税込）「朝食付」

3，600円（税込）

〒854‐0063諫早トラックステーション
長崎県諫早市貝津町1051‐12

TEL0957‐26‐8228 FAX0957‐26‐8236

大人 480円（税込）「小学生以下無料」
12時～22時まで（冬季10月～4月）
9時～22時まで（夏季5月～9月）

12時～22時まで

（トレーラ含）

／【Ｌ：】Ｓｅｒｖｅｒ／トラック広報　トラックステーションご案内／00 2022.09.26 14.47.18 Page 3
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8 ， 0 0 0
6 ， 0 0 0

4 ， 5 0 0

5 2 0

長崎ちゃんぽん…………… 9 0 0 円
トルコライス……………1，3 5 0 円
かつ丼……………………… 9 8 0 円
中華飯……………………… 9 0 0 円
トンカツ定食……………1，3 5 0 円
カツカレー………………1，0 5 0 円



分類 〇印欄 № 時　間 メディア 貸出可能数

1 21分 DVD 3

2 18分 DVD 3

3 21分 DVD 3

4 　初任運転者のためのトラックの安全運行 第4巻 ～危険予測運転の基本～ 21分 DVD 3

5 26分 DVD 1

6 18分 DVD 2

7 38分 DVD 2

8 22分 DVD 2

9 22分 DVD 2

10 30分 DVD 1

11 54分 DVD 1

12 　ドラレコ映像で学ぶ！事故の原因と対策 52分 DVD 1

13 25分 DVD 1

14 26分 DVD 1

15 29分 DVD 1

16 18分 DVD 1

17 21分 DVD 1

18 DVD 1

19 20分 DVD 1

20 DVD 1

21 22分 DVD 1

22 20分 DVD 1

23 DVD 6

24 27分 DVD 2

25 15分 DVD 1

26 DVD 1

27 DVD 1

28 　 一人でできる日常点検 17分 DVD 1

29 　 やっていますか安全点呼 18分 DVD 1

30    確実な点呼の実施方法 確認内容および留意点について 30分 DVD 2

31  ★ストップ！車輪脱落事故 ～タイヤ交換作業の手順と方法～ DVD 2

32 DVD 1

33  　睡眠時無呼吸症候群の早期発見、早期治療 24分 DVD 1

34  　熱中症はこわくない！ 30分 DVD 1

35  　受けよう、活かそう！ストレスチェック 15分 DVD 1

36 DVD 6

37 DVD 1

38 DVD 1

39   交通事故０を目指して　～第４３回全国トラックドライバーコンテスト～ DVD 1

40 　全国トラックドライバー・コンテストマニュアル　～運転技能・整備点検編～　 20分 DVD 6

41 DVD 1

42 DVD 1

43 DVD 1

※貸出確認

　　　　　本

※返却確認

　　　　　本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　（※の欄は記入しないでください）

事業者名

※受付

担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:　　 　　　－　　　　　－　　　　　

※返却日

　　　　　　　／

貸出期間 　　　　　　年　　　　月　　　　日　 ～　　　　　　年　　　　月　　　　日　（ 最大2週間 ）

　運行管理者の責務と職務　～安全輸送は私が守る～

健
康
管
理

　事業用運転者における睡眠時無呼吸症候群（SAS)スクリーニングの重要性

そ
の
他

　引越の達人になろう

　上手な引越のコツ教えます

　交通事故０を目指して　～第４２回全国トラックドライバーコンテスト～

　もしもトラックがとまったら

　走れ！風になって未来へ～そして若者はトラックドライバーになった～

　未来への道　　～トラックドライバーからのメッセージ～

　高齢者を交通事故の被害者としないために！

　その時あなたにできること　～交通事故現場における応急救護処置～

　目指せ！危険物輸送のスペシャリスト～移動タンク貯蔵所の安全対策～

　 運転中自然災害が…地震・雨・雪道での危険回避 ①一般道路編

 　運転中自然災害が…地震・雨・雪道での危険回避 ②高速道路編

点
検
整
備
・
運
行
管
理

　日常点検及び雪道対策（大型トラック編・小型トラック編）

　大型トラック・バス 車輪脱落防止のための正しい車輪の取扱いについて

　トレーラ日常点検

　トレーラ定期点検整備のすすめ　より安全なトレーラ運行を目指して

　巻き込み事故 トラックの左折と死角

 　ドライブレコーダーからの警告！

 　安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル

 　安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル(応用編）

 　大丈夫ですか？高速道路の落下物

　 絶対にダメ！飲酒運転

ド
ラ
イ
バ
ー

教
育

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第1巻 ～トラックドライバーの心構えと心得～

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第2巻 ～トラックの構造的特徴と安全運転～

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第3巻 ～心と体と安全運転～

　中型貨物車の安全知識

　大型トラックの安全運転

　大型貨物車の安全運転         

　エコドライブで安全運転　～省エネ運転のススメ～

　ヒヤリをなくして安全運転　～ヒヤリハット報告検討会の記録～

　 トラック運転者のための安全運転のポイント

教 材 用 Ｄ Ｖ Ｄ  貸 出 申 込 一 覧 表

　　　　　当協会では、トラックドライバーの安全教育に役立つよう下記のとおり教材用DVD等を用意しております。職場内研修等に

 　　　是非ご活用ください。（貸出中の場合がありますので事前にお問い合わせください）

　　　≪申込先≫ （公社） 長崎県トラック協会 （担当　本村、佐藤）　　TEL:095-838-2281　　FAX:095-839-8508

　　　　ご希望の教材に〇印をお願いします　　　　　※★は新たに追加したDVDです

題　　　　　　　　　　　名
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予知する目
死角に注げ

� 何度でも
（岡山）㈱凪物流

春木 美恵子
（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 6 年度事故防止対策標語優秀賞）

（公社）長崎県トラック協会

発　　行　　（公社）長崎県トラック協会
　　　　　　〒851－0131　長崎市松原町2651－₃
　　　　　　ＴＥＬ095－838－2281
　　　　　　ＦＡＸ095－839－8508

印 刷 所　　株式会社　昭 和 堂
　　　　　　諫早市長野町1007－₂
　　　　　　ＴＥＬ0957－22－6000
　　　　　　ＦＡＸ0957－22－6690

表紙写真：平戸城　長崎県平戸市岩の上町1458
山鹿流築城法により約15年をかけて享保 ３年（1718）に完成した平戸城。本丸に、御殿のあった二の丸、三の丸、白
浜廓などから成る平戸藩主松浦［まつら］氏の居城で、別名亀岡城とも呼ばれた。現在、一帯は亀岡公園として整備
され、本丸に立つ天守閣は昭和３7年（1962）に乾櫓や地蔵坂櫓などとともに復元された。天守閣内部には ４世紀頃の「環
頭の太刀［かんとうのたち］」（国指定重要文化財）をはじめ、平戸藩ゆかりの武具などの文化財や遺品が多く展示さ
れている。天守閣最上階の展望室からは平戸市街や平戸港、遠くは壱岐の島々まで見渡せる。
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